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【 規 則 】 

 

和歌山市墓地、埋葬等に関する法律施行細則の一部を改正する規則を公布する。 

  令和５年９月１日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

和歌山市規則第４７号 

和歌山市墓地、埋葬等に関する法律施行細則の一部を改正する規則 

和歌山市墓地、埋葬等に関する法律施行細則（平成９年規則第４６号）の一部を次のように改正する。 

第３条第１号ウ及び第２号イ中「改葬許可書の写し」を「改葬の完了を証する書類」に改める。 

   附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 

（令和５年９月１日掲示済）  

 

【 告 示 】 

 

和歌山市告示第３４０号 

次に係る別紙の者は、その住所及び居所が明らかでないため介護保険料督促状の送達ができないので、介護保

険法（平成９年法律第１２３号）第１４３条において準用する地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条

の２の規定により告示する。 

なお、送達すべき介護保険料督促状は、介護保険課において保管し、送達を受けるべき者の申出により交付す

る。 

令和５年８月１７日                     

和歌山市長  尾 花 正 啓    

年度 期別 種別 備考 

令和５年度 第１期 介護保険料 督促状の指定納付期限を令和５年８月３１日に変更する。 

 （別紙省略） 

（令和５年８月１７日掲示済）  

 

和歌山市告示第３４１号 

 差押調書（謄本）及び配当計算書（謄本）を送達すべきところ、住所及び居所が明らかでないため送達できな

いので、地方税法(昭和２５年法律第２２６号)第２０条の２の規定により次のとおり告示する。 

 なお、送達すべき差押調書（謄本）及び配当計算書（謄本）は債権回収対策課において保管し、送達を受ける
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 べき者の申出により交付する。 

  令和５年８月１８日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

 （登載省略） 

（令和５年８月１８日掲示済）  

 

和歌山市告示第３４２号 

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条の規定に基づき、道路区域を次のように変更し、令和５年８月

２２日から供用を開始する。 

その関係図面は、和歌山市都市建設局道路河川部道路管理課において告示の日から１４日間一般の縦覧に供す

る。 

  令和５年８月２２日 

                                和歌山市長  尾 花 正 啓    

整理番号 路線名 区域変更の区間 旧新別 延長（ｍ） 幅員（ｍ） 

３８－６

４ 

雑賀６

４号線 

和歌山市関戸２丁目４５８番２地先      

～ 

和歌山市関戸２丁目４５８番２地先 

旧 ２８．２９ １．９５～２．４０ 

新 ２８．２９ ３．０５～３．６５ 

（令和５年８月２２日掲示済）  

 

和歌山市告示第３４３号 

 瀬戸内海環境保全特別措置法（昭和４８年法律第１１０号）第５条第１項の規定による特定施設の設置許可の

申請があったので、その概要を次のとおり告示する。 

 なお、この特定施設を設置することが環境に及ぼす影響についての調査結果に基づく事前評価に関する事項を

記載した書面を次のとおり縦覧に供する。 

  令和５年８月２３日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

１ 申請の概要 

（１）申請者の名称及び住所並びに代表者の氏名 

   本州化学工業株式会社 和歌山工場 

   和歌山市小雑賀２丁目５番１１５号 

   執行役員工場長 中口 徹 

（２）工場又は事業場の名称及び所在地 

   本州化学工業株式会社 和歌山工場 

   和歌山市小雑賀２丁目５番１１５号 

（３）特定施設の種類 

水質汚濁防止法施行令（昭和４６年政令第１８８号）別表第１第４６号ロに掲げるろ過施設及び別表第

１第４６号ニに掲げる廃ガス洗浄施設 

（４）特定施設に関する事項 

   新たに特定施設を設置する。別表第１のとおり 

（５）汚水等の処理に関する事項 

   別表第２及び別表第３のとおり 

（６）排出水の汚染状態及び量 

   別表第４及び別表第５のとおり 

２ 縦覧の期間及び場所 

（１）期間 

   令和５年８月２３日から同年９月１４日まで 
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 （２）場所 

   和歌山市七番丁２３番地 和歌山市役所６階 和歌山市市民環境局環境部環境政策課 

別表第１ 特定施設に関する事項 

区分 新設 新設 

特定施設番号及び名称 第４６号ロ ろ過施設 第４６号ニ 廃ガス洗浄施設 

構造 竪型上部排出式 竪型 

主要寸法 φ５００ｍｍ×２６５ｍｍ ６８０ｍｍ×８２５ｍｍ×９

８０ｍｍ 能力 バスケット容量 ２０リッ

トル 

２５ｍ３／ｍｉｎ 

１日当たりの使用時間 ２時間 １２時間 

使用の季節的変動の有無 なし なし 

排

出

水

の

汚

染

状

態 

           区分 

項目 
通常 最大 通常 最大 

ｐＨ ― ― ― ― 

ＢＯＤ（ｍｇ／Ｌ） ― ― ― ― 

ＣＯＤ（ｍｇ／Ｌ） ― ― ― ― 

ＳＳ（ｍｇ／Ｌ） ― ― ― ― 

ｎ－ヘキサン抽出物質（ｍｇ／Ｌ） ― ― ― ― 

全窒素（ｍｇ／Ｌ） ― ― ― ― 

全燐（ｍｇ／Ｌ） ― ― ― ― 

汚水等の１日当たりの量（ｍ３） ― ― ― ― 

備考 

産業廃棄物として処分する

ため系外への排水は発生し

ません。 

産業廃棄物として処分するた

め系外への排水は発生しませ

ん。 

別表第２ 汚水等の処理に関する事項（１） 

区分 既設 既設 

施設名 ｐＨ調整装置 総合排水処理施設 

構造 コンクリート造り コンクリート造り 

主要寸法 １２．６ｍ３ 有効容積：４０６ｍ３×２基 

能力 ５，０００ｍ３／Ｄ １，３００ｍ３／Ｄ 

処理の方式 ｐＨ調整 活性汚泥法 

１日当たりの使用時間 連続２４時間 連続２４時間 

使用の季節的変動の有無 なし なし 

 

 

汚

水

等

の

汚

染

状

態 

 

 

区分 

 

項目 

通常 最大 通常 最大 

処理

前 

処理

後 

処理

前 

処理

後 

処理

前 

処理

後 
処理前 

処理

後 

ｐＨ 
5.8～

8.6 

6.0～

8.0 

5.8～

8.6 

6.0～

8.0 

6.7～

8.4 

6.0～

8.0 

6.7～

8.4 

6.0～

8.0 

ＣＯＤ（ｍｇ／Ｌ） 3 3 10 10 2,000 
30～

40 
3,000 80 

ＢＯＤ（ｍｇ／Ｌ） 20 20 20 20 1,859 40 2,294 60 

ＳＳ（ｍｇ／Ｌ） 30 30 120 120 50 
10～

20 
100 30 

ｎ－Ｈｅｘ（ｍｇ／Ｌ） <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 100 <0.5 300 1 

Ｔ－Ｎ（ｍｇ／Ｌ） 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 
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 Ｔ－Ｐ（ｍｇ／Ｌ） 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 

汚水等の１日当たりの量（ｍ３） 561 561 1,800 1,800 419 419 493 493 

別表第３ 汚水等の処理に関する事項（２） 

区分 既設 

施設名 ｐＨ調整装置 

構造 コンクリート造り 

主要寸法 18ｍ3 

能力 6,000ｍ3/Ｄ 

処理の方式 ｐＨ調整 

１日当たりの使用時間 連続24時間 

使用の季節的変動の有無 なし 

汚

水

等

の

汚

染

状

態 

区分 

項目 

通常 最大 

処理前 処理後 処理前 処理後 

ｐＨ 5.8～8.6 6.0～8.0 5.8～8.6 6.0～8.0 

ＣＯＤ（ｍｇ／Ｌ） 10～40 10～40 65 65 

ＢＯＤ（ｍｇ／Ｌ） 64 64 180 180 

ＳＳ（ｍｇ／Ｌ） 30 30 50 50 

ｎ－Ｈｅｘ（ｍｇ／Ｌ） <0.5 <0.5 <0.5 1 

Ｔ－Ｎ（ｍｇ／Ｌ） 1.2 1.2 1.2 1.2 

Ｔ－Ｐ（ｍｇ／Ｌ） 0.06 0.06 0.06 0.06 

汚水等の１日当たりの量（ｍ３） 1,106 1,106 2,033 2,033 

別表第４ 排出水の汚染状態及び量 

排

出

水

の

汚

染

状

態 

           区分 

 

項目 

既設 既設 

西排水口 北排水口 

通常 最大 通常 最大 

ｐＨ 6.0～8.0 6.0～8.0 6.0～8.0 6.0～8.0 

ＣＯＤ（ｍｇ／Ｌ） 10～40 65 3 10 

ＢＯＤ（ｍｇ／Ｌ） 64 180 20 20 

ＳＳ（ｍｇ／Ｌ） 30 50 30 120 

ｎ－Ｈｅｘ（ｍｇ／Ｌ） <0.5 1 <0.5 <0.5 

Ｔ－Ｎ（ｍｇ／Ｌ） 1.2 1.2 1.2 1.2 

Ｔ－Ｐ（ｍｇ／Ｌ） 0.06 0.06 0.06 0.06 

排出水の１日当たりの量（ｍ３） 1,106 2,033 561 1,800 

備考 排出先：公共下水道 

別表第５ 排出水の汚染状態及び量 

排

出

水

の

汚

染

状

態 

 

           区分 

 

項目 

既設 

間接冷却水排水口 

通常 最大 

ｐＨ 7.2～7.7 7.2～7.7 

ＣＯＤ（ｍｇ／Ｌ） 2.0 5.0 

ＢＯＤ（ｍｇ／Ｌ） 2 5 

ＳＳ（ｍｇ／Ｌ） 7 30 

ｎ－Ｈｅｘ（ｍｇ／Ｌ） <0.5 <0.5 

Ｔ－Ｎ（ｍｇ／Ｌ） 1.2 1.2 
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 Ｔ－Ｐ（ｍｇ／Ｌ） 0.06 0.06 

排出水の１日当たりの量（ｍ３） 8,280 9,500 

備考 排出先：和歌川 

（令和５年８月２３日掲示済）  

 

和歌山市告示第３４４号 

和歌山市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年条例第９号）第９条第２項の規定に基づき、放置禁

止区域内に放置されていた自転車等を移動し、保管したので、同条例第１０条第１項の規定により告示する。 

令和５年８月２３日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

１ 放置されていた場所及び移動し、保管した年月日 

放置されていた場所 移動し、保管した年月日 

ＪＲ和歌山駅中央口周辺自転車等放置禁止区域 令和５年８月５日及び同月８日 

ＪＲ和歌山駅東口周辺自転車等放置禁止区域 令和５年８月３日 

南海和歌山市駅前周辺自転車等放置禁止区域 令和５年８月１日 

南海和歌山大学前駅周辺自転車等放置禁止区域 令和５年８月１日 

２ 移動し、保管した理由 

  和歌山市自転車等の放置の防止に関する条例第９条第２項に該当したため 

３ 保管場所 

  名称 紀和駅前自転車等保管所 

 所在地 和歌山市宇治家裏１６７番１ 

  電話 ４２２－４１００ 

４ 返還を受けるために必要なもの 

（１）自転車等の鍵 

（２）住所及び氏名を確認できるもの 

（３）印鑑 

（４）費用 

自転車 １台につき ２，５００円 

原動機付自転車 

普通自動二輪車 

大型自動二輪車 

１台につき ４，０００円 

５ 返還できる日時等 

（１）返還日 

   月曜日から土曜日までの日（国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日並び

に１月２日、同月３日及び１２月２９日から同月３１日までの日を除く。） 

（２）返還時間 

   午前９時から午後６時まで 

（３）その他 

   （１）及び（２）にかかわらず、天災地変により返還できないときもある。 

６ 問い合わせ先 

  和歌山市都市建設局都市計画部まちなみ景観課 電話４３５－１０８２ 

（令和５年８月２３日掲示済）  
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 和歌山市告示第３４５号 

和歌山市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年条例第９号）第９条の２第２項の規定に基づき、放

置禁止区域外に放置されていた自転車等を移動し、保管したので、同条例第１０条第１項の規定により告示する。 

令和５年８月２３日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

１ 放置されていた場所及び移動し、保管した年月日 

放置されていた場所 移動し、保管した年月日 

和歌山市内一円市道上、無料駐輪場及び岩橋公園 令和５年８月１日、同月２日、同月４日、同月９日

及び同月１０日 

２ 移動し、保管した理由 

  和歌山市自転車等の放置の防止に関する条例第９条の２第２項に該当したため 

３ 保管場所 

  名称 紀和駅前自転車等保管所 

 所在地 和歌山市宇治家裏１６７番１ 

  電話 ４２２－４１００ 

４ 返還を受けるために必要なもの 

（１）自転車等の鍵 

（２）住所及び氏名を確認できるもの 

（３）印鑑 

（４）費用 

自転車 １台につき ２，５００円 

原動機付自転車 

普通自動二輪車 

大型自動二輪車 

１台につき ４，０００円 

５ 返還できる日時等 

（１）返還日 

   月曜日から土曜日までの日（国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日並び

に１月２日、同月３日及び１２月２９日から同月３１日までの日を除く。） 

（２）返還時間 

   午前９時から午後６時まで 

（３）その他 

   （１）及び（２）にかかわらず、天災地変により返還できないときもある。 

６ 問い合わせ先 

和歌山市都市建設局都市計画部まちなみ景観課 電話４３５－１０８２ 

（令和５年８月２３日掲示済）  

 

和歌山市告示第３４６号 

和歌山市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年条例第９号）第１０条第３項の規定に基づき、利用

者又は所有者から引取りのない自転車等を次のとおり処分するので、同条第４項の規定により告示する。 

令和５年８月２３日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

１ 処分理由 

  移動し、保管した旨を告示した日から起算して９０日を経過したが、引取りがないため 

２ 処分年月日 
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   令和５年８月２５日 

３ 処分自転車等の放置されていた場所、移動し、保管した年月日及び移動し、保管した旨を告示した年月日 

放置されていた場所 移動し、保管した年月日 移動し、保管した旨を告示した年月日 

ＪＲ和歌山駅中央口周辺自

転車等放置禁止区域 

令和５年５月８日及び同月１３日 令和５年５月２４日 

ＪＲ和歌山駅東口周辺自転

車等放置禁止区域 

令和５年５月１１日 令和５年５月２４日 

南海和歌山市駅前周辺自転

車等放置禁止区域 

令和５年５月９日 令和５年５月２４日 

和歌山市内一円市道上及び

無料駐輪場 

令和５年５月１日、同月２日、同

月８日及び同月１５日 

令和５年５月２４日 

４ 処分自転車等の保管場所 

  名称 紀和駅前自転車等保管所 

  所在地 和歌山市宇治家裏１６７番１ 

  電話 ４２２－４１００ 

（令和５年８月２３日掲示済） 

 

和歌山市告示第３４７号 

 次に係る別紙の者は、その住所及び居所が明らかでないため後期高齢者医療保険料決定（変更）通知書が送達

できないので、高齢者の医療の確保に関する法律（昭和５７年法律第８０号）第１１２条において準用する地方

税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の２の規定により告示する。 

 なお、送達すべき後期高齢者医療保険料決定（変更）通知書は、保険総務課において保管し、送達を受けるべ

き者の申出により交付する。 

令和５年８月２４日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

年度 種別 

令和５年度 後期高齢者医療保険料 

（別紙省略） 

（令和５年８月２４日掲示済）  

 

和歌山市告示第３４８号 

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条の規定に基づき、和歌山市道の路線を次のように認定する。 

その関係図面は、和歌山市都市建設局道路河川部道路管理課において告示の日から１４日間一般の縦覧に供する。 

 令和５年８月２４日 

                                 和歌山市長  尾 花 正 啓    

整理番号 路線名 
起点 

備考 
終点 

１６－１８３ 宮前１８３号線 和歌山市手平４丁目 

 和歌山市手平４丁目  

１６－１８４ 宮前１８４号線 和歌山市手平４丁目 

 和歌山市手平４丁目  

１６－１８５ 宮前１８５号線 和歌山市小雑賀 

和歌山市小雑賀 

 

 

１６－１８６ 宮前１８６号線 和歌山市小雑賀 
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   和歌山市小雑賀  

１６－１８７ 宮前１８７号線 和歌山市小雑賀 

 和歌山市小雑賀  

１６－１８８ 宮前１８８号線 和歌山市小雑賀 

 和歌山市小雑賀  

１６－１８９ 宮前１８９号線 和歌山市小雑賀 

和歌山市小雑賀 

 

２２－３３６ 藤戸台１６４号線 和歌山市栄谷 

和歌山市栄谷 

 

２２－３３７ 藤戸台１６５号線 和歌山市栄谷 

和歌山市栄谷 

 

２２－３３８ 藤戸台１６６号線 和歌山市栄谷 

和歌山市栄谷 

 

２２－３３９ 藤戸台１６７号線 和歌山市栄谷 

 和歌山市栄谷  

２２－３４０ 藤戸台１６８号線 和歌山市栄谷  

和歌山市栄谷  

２２－３４１ 藤戸台１６９号線 和歌山市栄谷 

 和歌山市栄谷  

２２－３４２ 藤戸台１７０号線 和歌山市栄谷 

 和歌山市栄谷  

２２－３４３ 藤戸台１７１号線 和歌山市栄谷 

和歌山市栄谷 

 

２２－３４４ 藤戸台１７２号線 和歌山市栄谷 

和歌山市栄谷 

 

２２－３４５ 藤戸台１７３号線 和歌山市栄谷 

和歌山市栄谷 

 

２２－３４６ 藤戸台１７４号線 和歌山市栄谷 

和歌山市栄谷 

 

２２－３４７ 藤戸台１７５号線 和歌山市栄谷 

和歌山市栄谷 

 

２２－３４８ 藤戸台１７６号線 和歌山市栄谷 

和歌山市栄谷 

 

２２－３４９ 藤戸台１７７号線 和歌山市栄谷 

和歌山市栄谷 

 

２２―３５０ 藤戸台１７８号線 和歌山市栄谷 

和歌山市栄谷 

 

２２－３５１ 藤戸台１７９号線 和歌山市栄谷 

和歌山市栄谷 

 

２２－３５２ 藤戸台１８０号線 和歌山市栄谷 

和歌山市栄谷 

 

 

２２－３５３ 藤戸台１８１号線 和歌山市栄谷 

和歌山市栄谷 

 

２２－３５４ 藤戸台１８２号線 和歌山市栄谷 

和歌山市栄谷 
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２２－３５５ 藤戸台１８３号線 和歌山市栄谷 

和歌山市栄谷 

 

２２－３５６ 藤戸台１８４号線 和歌山市栄谷 

和歌山市栄谷 

 

２２－３５７ 藤戸台１８５号線 和歌山市栄谷 

和歌山市栄谷 

 

２２－３５８ 藤戸台１８６号線 和歌山市栄谷 

和歌山市栄谷 

 

２２－３５９ 藤戸台１８７号線 和歌山市栄谷 

和歌山市栄谷 

 

２２－３６０ 藤戸台１８８号線 和歌山市栄谷 

和歌山市栄谷 

 

２２－３６１ 藤戸台１８９号線 和歌山市栄谷 

和歌山市栄谷 

 

２２－３６２ 藤戸台１９０号線 和歌山市栄谷 

和歌山市栄谷 

 

２２－３６３ 藤戸台１９１号線 和歌山市栄谷 

和歌山市栄谷 

 

２２－３６４ 藤戸台１９２号線 和歌山市栄谷 

和歌山市栄谷 

 

２２－３６５ 藤戸台１９３号線 和歌山市栄谷 

和歌山市栄谷 

 

２２－３６６ 藤戸台１９４号線 和歌山市栄谷 

和歌山市栄谷 

 

２２－３６７ 藤戸台１９５号線 和歌山市栄谷 

和歌山市栄谷 

 

２２－３６８ 藤戸台１９６号線 和歌山市栄谷 

和歌山市栄谷 

 

２２－３６９ 藤戸台１９７号線 和歌山市栄谷 

和歌山市栄谷 

 

２２－３７０ 藤戸台１９８号線 和歌山市栄谷 

和歌山市栄谷 

 

２２－３７１ 藤戸台１９９号線 和歌山市栄谷 

和歌山市栄谷 

 

２２－３７２ 藤戸台２００号線 和歌山市栄谷 

和歌山市栄谷 

 

２２－３７３ 藤戸台２０１号線 和歌山市栄谷 

和歌山市栄谷 

 

２５－１６５ 岡崎１６５号線 和歌山市井辺 

和歌山市井辺 

 

２６－３３３ 西脇３３３号線 和歌山市西庄 

和歌山市西庄 

 

３１－１８７ 有功１８７号線 和歌山市六十谷 

和歌山市六十谷 

 

３１－１８８ 有功１８８号線 和歌山市六十谷  
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   和歌山市六十谷  

３１－１８９ 有功１８９号線 和歌山市六十谷 

和歌山市六十谷 

 

３１－１９０ 有功１９０号線 和歌山市六十谷 

和歌山市六十谷 

 

３１－１９１ 有功１９１号線 和歌山市六十谷 

和歌山市六十谷 

 

３１－１９２ 有功１９２号線 和歌山市六十谷 

和歌山市六十谷 

 

３１－１９３ 有功１９３号線 和歌山市六十谷 

和歌山市六十谷 

 

３１－１９４ 有功１９４号線 和歌山市六十谷 

和歌山市六十谷 

 

（令和５年８月２４日掲示済）  

 

和歌山市告示第３４９号 

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条の規定に基づき、道路区域を次のように決定し、令和５年 

８月２４日から供用を開始する。 

その関係図面は、和歌山市都市建設局道路河川部道路管理課において告示の日から１４日間一般の縦覧に供す

る。 

  令和５年８月２４日 

                                 和歌山市長  尾 花 正 啓    

整理番号 路線名 
起点 延長 幅員 

終点 （ｍ） （ｍ） 

１６－１８３ 宮前１８３号線 和歌山市手平４丁目１０９番１３地先～

和歌山市手平４丁目１０９番４地先 

６５．１ ６．００ 

１６－１８４ 宮前１８４号線 和歌山市手平４丁目１０９番１５番地先

～和歌山市手平４丁目２６番１４地先 

  ８１．０ ４．２０

～９．９０ 

１６－１８５ 宮前１８５号線 和歌山市小雑賀６７１番１７地先～和歌

山市小雑賀６７１番３９地先 

１２３．０ ６．００ 

１６－１８６ 宮前１８６号線 和歌山市小雑賀６７１番２７地先～和歌

山市小雑賀６７１番３３地先 

 ５８．５ ４．００ 

１６－１８７ 宮前１８７号線 和歌山市小雑賀６７１番１５地先～和歌

山市小雑賀６７１番８地先 

  ８０．０ ６．００ 

１６－１８８ 宮前１８８号線 和歌山市小雑賀６７３番８地先～和歌山

市小雑賀６７３番２１地先 

  ５７．６ ４．１０

～４．２０ 

１９－１８９ 宮前１８９号線 和歌山市小雑賀６７３番２０地先～和歌

山市小雑賀６７６番４地先 

５４．７ ４．１０

～４．２０ 

２２－３３６ 藤戸台１６４号

線 

和歌山市栄谷９７７番４５６地先～和歌

山市栄谷９７７番４５２地先 

４９．４ ６．００ 

２２－３３７ 藤戸台１６５号

線 

和歌山市栄谷９７７番４６８地先～和歌

山市栄谷９７７番４５７地先 

１４１．５ ６．００ 

２２－３３８ 藤戸台１６６号

線 

和歌山市栄谷９７７番４４１地先～和歌

山市栄谷９７７番４４２地先 

２１．０ ６．００ 

２２－３３９ 藤戸台１６７号 和歌山市栄谷９７７番４６２地先～和歌 １４．０ ４．００ 
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  線 山市栄谷９７７番４６２地先   

２２－３４０ 藤戸台１６８号

線 

和歌山市栄谷９７７番４３８地先～和歌

山市栄谷９７７番４３７地先 

２１．０ ６．００ 

２２－３４１ 藤戸台１６９号

線 

和歌山市栄谷９７７番４３０地先～和歌

山市栄谷９７７番４３１地先 

 ２１．０ ６．００ 

２２－３４２ 藤戸台１７０号

線 

和歌山市栄谷９７７番４６８地先～和歌

山市栄谷９７７番４２７地先 

 ４９．２   ６．００ 

２２－３４３ 藤戸台１７１号

線 

和歌山市栄谷９７７番４２２地先～和歌

山市栄谷９７７番４２６地先 

 ４７．２ １３．００ 

２２－３４４ 藤戸台１７２号

線 

和歌山市栄谷９７７番３０８地先～和歌

山市栄谷９７７番３０４地先 

 ５１．５   ６．００ 

２２－３４５ 藤戸台１７３号

線 

和歌山市栄谷９７７番２８２地先～和歌

山市栄谷９７７番２８４地先 

２３．４ １０．００ 

２２－３４６ 藤戸台１７４号

線 

和歌山市栄谷９７７番３４４地先～和歌

山市栄谷９７７番３４３地先 

２８．５ ６．００ 

２２－３４７ 藤戸台１７５号

線 

和歌山市栄谷９７７番３３２地先～和歌

山市栄谷９７７番３４５地先 

 ７１．４   ４．００

～６．００ 

２２－３４８ 藤戸台１７６号

線 

和歌山市栄谷９７７番３４１地先～和歌

山市栄谷９７７番３４１地先 

１１．０   ６．００ 

２２－３４９ 藤戸台１７７号

線 

和歌山市栄谷９８６番１７地先～和歌山

市栄谷９７７番３３３地先 

  ８５．７   ６．００ 

２２－３５０ 藤戸台１７８号

線 

和歌山市栄谷９７７番３３４地先～和歌

山市栄谷９７７番３３４地先 

 １４．０   ４．００ 

２２－３５１ 藤戸台１７９号

線 

和歌山市栄谷９７７番２９６地先～和歌

山市栄谷９７７番２９６地先 

 １４．０   ４．００ 

２２－３５２ 藤戸台１８０号

線 

和歌山市栄谷９８６番１１地先～和歌山

市栄谷９７７番２８５地先 

２３０．７  ６．００

～９．００ 

２２―３５３ 藤戸台１８１号

線 

和歌山市栄谷９８６番１２地先～和歌山

市栄谷９８６番１３地先 

６９．６ １３．００ 

２２－３５４ 藤戸台１８２号

線 

和歌山市栄谷９８６番１１地先～和歌山

市栄谷９７７番３２８地先 

２１４．０ ６．００～

１１．００ 

２２－３５５ 藤戸台１８３号

線 

和歌山市栄谷９８６番１５地先～和歌山

市栄谷９７７番３１２地先 

５４．２   ６．００ 

２２－３５６ 藤戸台１８４号

線 

和歌山市栄谷９７７番３１６地先～和歌

山市栄谷９７７番３１８地先 

３４．２   ６．００ 

２２－３５７ 藤戸台１８５号

線 

和歌山市栄谷９７７番３２２地先～和歌

山市栄谷９７７番３２４地先 

３４．２ ６．００ 

３４－２１５ 藤戸台１８６号

線 

和歌山市栄谷９７７番３３３地先～和歌

山市栄谷９７７番３２７地先 

５４．２ ６．００ 

２２－３５９ 藤戸台１８７号

線 

和歌山市栄谷９７７番３３１地先～和歌

山市栄谷９７７番４９６地先 

３９０．３ ６．００～ 

１２．２０ 

２２－３６０ 藤戸台１８８号

線 

和歌山市栄谷９７７番３６１地先～和歌

山市栄谷９７７番３６６地先 

６２．９ ６．００ 

２２―３６１ 藤戸台１８９号

線 

和歌山市栄谷９７７番３７０地先～和歌

山市栄谷９７７番３７５地先 

８３．３ ６．００ 
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２２－３６２ 藤戸台１９０号

線 

和歌山市栄谷９７７番４０８地先～和歌

山市栄谷９７７番４０８地先 

１４．０   ４．００ 

２２－３６３ 藤戸台１９１号

線 

和歌山市栄谷９７７番３７９地先～和歌

山市栄谷９７７番３７９地先 

１０．８ ４．００ 

２２－３６４ 藤戸台１９２号

線 

和歌山市栄谷９７７番３７６地先～和歌

山市栄谷９７７番３８９地先 

９４．０  ６．００ 

２２－３６５ 藤戸台１９３号

線 

和歌山市栄谷９７７番４１５地先～和歌

山市栄谷９７７番４０３地先 

１４７．８  ６．００ 

２２－３６６ 藤戸台１９４号

線 

和歌山市栄谷９７７番４０３地先～和歌

山市栄谷９７７番３９３地先 

６０．７  ６．００ 

２２－３６７ 藤戸台１９５号

線 

和歌山市栄谷９７７番４３２地先～和歌

山市栄谷９７７番３９７地先 

１００．１ ６．００～

１０．００ 

２２－３６８ 藤戸台１９６号

線 

和歌山市栄谷９７７番４７４地先～和歌

山市栄谷９７７番４７９地先 

６０．９  ６．００ 

２２－３６９ 藤戸台１９７号

線 

和歌山市栄谷９７７番５０５地先～和歌

山市栄谷９７７番５０５地先 

１４．０ ４．００ 

２２－３７０ 藤戸台１９８号

線 

和歌山市栄谷９７７番４８４地先～和歌

山市栄谷９７７番４８７地先 

４０．９ ６．００ 

２２－３７１ 藤戸台１９９号

線 

和歌山市栄谷９７７番５０６地先～和歌

山市栄谷９７７番５０２地先 

６４．５ ６．００ 

２２－３７２ 藤戸台２００号

線 

和歌山市栄谷９７７番５０２地先～和歌

山市栄谷９７７番４９５地先 

６０．９ ６．００ 

２２－３７３ 藤戸台２０１号

線 

和歌山市栄谷９７７番３４０地先～和歌

山市栄谷９７７番４５２地先 

３０６．３ １２．０ 

～１２．２ 

２５－１６５ 岡崎１６５号線 和歌山市井辺５番２１地先～和歌山市井

辺５番２５地先 

３９．６ ５．００ 

２６－３３３ 西脇３３３号線 和歌山市西庄５０８番２地先～和歌山市

西庄５０８番２地先 

１７．０ ６．００ 

３１－１８７ 有功１８７号線 和歌山市六十谷１２５１番６地先～和歌

山市六十谷１２５１番５４地先 

２５７．５ ４．２０

～７．５０ 

３１－１８８ 有功１８８号線 和歌山市六十谷１２５１番６５地先～和

歌山市六十谷１２５１番７０地先 

１８．５  ４．２０ 

３１－１８９ 有功１８９号線 和歌山市六十谷１２５１番６３地先～和

歌山市六十谷１２５１番７１地先 

１９．０ ６．００ 

３１－１９０ 有功１９０号線 和歌山市六十谷１２５１番７３地先～和

歌山市六十谷１２５１番６１地先 

１６．５ ４．２０ 

３１－１９１ 有功１９１号線 和歌山市六十谷１２９４番１５９地先～ 

和歌山市六十谷１２９４番１５９地先 

１５．０ ７．５０ 

３１－１９２ 有功１９２号線 和歌山市六十谷６９８番１１６地先～和

歌山市六十谷６９８番１０地先 

２５．５ ４．６０ 

３１－１９３ 有功１９３号線 和歌山市六十谷１１９９番８地先～和歌

山市六十谷１１８８番３地先 

７２．０ ４．００ 

３１－１９４ 有功１９４号線 和歌山市六十谷１１８８番８地先～和歌

山市六十谷１１８８番８地先 

１２．５ ４．００ 

（令和５年８月２４日掲示済）  
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和歌山市告示第３５０号 

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１０条第３項の規定に基づき、和歌山市道の路線を次のように変更す

る。 

その関係図面は、和歌山市都市建設局道路河川部道路管理課において告示の日から１４日間一般の縦覧に供す

る。 

  令和５年８月２４日 

                                 和歌山市長  尾 花 正 啓    

整理番号 旧新別 路線名 
起点 

終点  
備考 

２６－３２５ 旧 西脇３２５号線 和歌山市西庄 

和歌山市西庄 

 

新 西脇３２５号線 和歌山市西庄 

和歌山市西庄 

終点の変更 

３１－１６３ 旧 有功１６３号線 和歌山市六十谷 

和歌山市六十谷 

 

新 有功１６３号線 和歌山市六十谷 

和歌山市六十谷 

終点の変更 

（令和５年８月２４日掲示済） 

 

和歌山市告示第３５１号 

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条の規定に基づき、道路区域を次のように変更し、令和５年８月

２４日から供用を開始する。 

その関係図面は、和歌山市都市建設局道路河川部道路管理課において告示の日から１４日間一般の縦覧に供す

る。 

  令和５年８月２４日 

                                 和歌山市長  尾 花 正 啓    

整理番号 旧新別 路線名 
起点                   

終点 

延長 

（ｍ） 

幅員 

（ｍ） 

２６－３２

５ 

旧 西脇３２５号線 和歌山市坂田６０６番３地先 

和歌山市坂田６０４番１５地先 

 ６４．１  ６．００ 

新 西脇３２５号線 和歌山市坂田６０６番３地先 

和歌山市坂田５９２番１１地先 

１１１．３  ６．００ 

３１－１６

３ 

旧 有功１６３号線 和歌山市神前６８番５地先 

和歌山市神前６８番５地先 

 ７８．０  ６．００ 

新 有功１６３号線 和歌山市神前６８番９地先 

和歌山市神前６８番１５地先 

１７６．５ ４．２０ 

～６．２０ 

（令和５年８月２４日掲示済）  

 

和歌山市告示第３５２号 

次に係る別紙の者は、その住所及び居所が明らかでないため介護保険料納入通知書の送達ができないので、介

護保険法（平成９年法律第１２３号）第１４３条において準用する地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２

０条の２の規定により告示する。 

なお、送達すべき介護保険料納入通知書は、介護保険課において保管し、送達を受けるべき者の申出により交

付する。 

令和５年８月２８日 
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 和歌山市長  尾 花 正 啓 

年度 種別 備考 

令和４年度 介護保険料納入通知書（特別徴収）  

令和５年度 介護保険料納入通知書 

介護保険料納入通知書（特別徴収） 

令和５年度第３期の納期は、令和５年

９月７日に変更する。 

（別紙省略） 

（令和５年８月２８日掲示済）  

 

和歌山市告示３５３号 

次に係る別紙の者は、その住所及び居所が明らかでないため、督促状の送達ができないので、国民健康保険法

（昭和３３年法律第１９２号）第７８条において準用する地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の２

の規定により告示する。 

なお、督促状は、国保年金課において保管し、送達を受けるべき者の申出により交付する。  

令和５年８月３０日 

                            和歌山市長  尾 花 正 啓    

年度 期（月）別 種別 備考 

令和４年度 

令和５年度 

第５期から第８期まで 

随時第１期 

随時第３期 

第１期 

国民健康

保険料 

督促状の指定納期限を令和５年９月１１日に変更

する。 

 （別紙省略） 

（令和５年８月３０日掲示済）  

 

和歌山市告示第３５４号 

和歌山市放置自動車及び放置船舶の発生の防止及び適正な処理に関する条例（平成５年条例第２４号）第１３

条第１項の規定に基づき、放置自動車を移動し、保管したので、同条第２項の規定により告示する。 

令和５年８月３０日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

１ 放置場所、移動し、保管した年月日、自動車の種類等、保管場所の所在地及び保管期間 

放置場所 
移動し、保管

した年月日 

自動車の種類等 保管場所の所

在地 
保管期間 

車種 色 

和歌山市中之島１７７

１番地の西側市道上 

令和５年８月

２２日 

ニッサン 

キューブ 

黒 和歌山市和佐

中１１２ 

令和５年８月２２日から同

年１１月１９日まで 

２ 移動し、保管した理由 

和歌山市放置自動車及び放置船舶の発生の防止及び適正な処理に関する条例第１３条第１項に該当したた 

め 

３ 問い合わせ先 

  和歌山市都市建設局都市計画部まちなみ景観課 電話 ４３５－１０８２ 

（令和５年８月３０日掲示済）  

 

和歌山市告示第３５５号 

 市県民税普通徴収督促状、市県民税特別徴収督促状、固定資産税・都市計画税督促状及び軽自動車税（種別割

）督促状を別紙の者に送付したところ、住所又は居所が明らかでないため送達できないので和歌山市税条例（昭

和２９年条例第３０号）第１６条の規定により告示する。 

 なお、送達すべき督促状は、納税課において保管し、送達を受けるべき者の申出により交付する。 

  令和５年８月３１日 
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 和歌山市長  尾 花 正 啓    

 （別紙省略） 

（令和５年８月３１日掲示済）  

 

和歌山市告示第３５６号 

  次の書類に係る別紙の者は、その住所及び居所が明らかでないためその書類の送達ができないので、国民健康

保険法（昭和３３年法律第１９２号）第７８条において準用する地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０

条の２の規定により告示する。 

 なお、送達すべき書類は、国保年金課において保管し、送達を受けるべき者の申出により交付する。 

  令和５年８月３１日 

                                                         和歌山市長  尾 花 正 啓    

年度 種別 備考 

令和３年度 国民健康保険料更正通知書 納期は、令和５年９月２５日に変更する。 

令和４年度 国民健康保険料更正通知書 納期は、令和５年９月２５日に変更する。 

令和５年度 国民健康保険料更正通知書 納期は、令和５年９月２５日に変更する。 

令和５年度 国民健康保険料納入通知書 納期は、令和５年９月２５日に変更する。 

 （別紙省略） 

（令和５年８月３１日掲示済）  

 

和歌山市告示第３５７号 

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第６４条の規定

により指定自立支援医療機関の変更の届出があったので、同法第６９条第２号の規定により次のとおり告示する。 

令和５年９月１日 

                                  和歌山市長  尾 花 正 啓    

指定自立支援医療機関 
担当する医療の

種類 

（主として担当す

る医師）変更前 

（主として担当す

る医師）変更後 

変更年月

日 

和歌山労災病院 

(和歌山市木ノ本９３－１) 

眼科 芦田 淳 佐々木秀一朗 令和５年

４月１日 

半羽胃腸病院 

(和歌山市堀止南ノ丁４－１１) 

腎臓 半羽健二 半羽慶行 令和５年

５月１日 

（令和５年９月１日掲示済）  

 

【 公 告 】 

 

 和歌山城ホールの指定管理者の公募について、和歌山市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条

例施行規則（平成２４年規則第７号）第２条第１項の規定に基づき公告する。 

  令和５年８月２１日 

  和歌山市長  尾 花 正 啓    

１ 管理施設 

  和歌山城ホール（和歌山市七番丁２５番地の１） 

２ 業務内容 

（１）施設利用に係る受付及び許可に関する業務 

（２）施設利用料金及び附属設備等利用料金に関する業務 

（３）施設の利用促進及び利用者サービスの向上に関する業務 

（４）施設、設備及び備品の維持管理に関する業務 
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 （５）事業に関する業務 

（６）その他施設の設置目的を達成するため市が必要と認める業務 

３ 指定予定期間 

  令和６年４月１日から令和１１年３月３１日までの５年間 

４ 指定申込方法 

（１）募集要項の配布期間、場所及び方法 

   期間 令和５年８月２１日（月）から同年８月２９日（火）まで（土曜日及び日曜日を除く。）の午前９

時から午後５時まで（８月２１日は午後２時から午後５時まで） 

   場所及び方法 和歌山市役所１０階 文化振興課において配布 

          上記期間中、和歌山市のホームページからもダウンロード可能 

（２）申込書の受付期間及び場所 

   期間 令和５年９月１２日（火）から同年９月２０日（水）まで（土曜日、日曜日及び国民の祝日に関す

る法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日を除く。）の午前９時から午後５時まで 

   場所 和歌山市役所１０階 文化振興課 

   （注意）直接持参することとし、郵送等は認めない。 

（令和５年８月２１日掲示済）  

 

和歌山市加太の一部地域内の土地について、国土調査法（昭和２６年法律第１８０号）による地籍調査を行い

地図及び簿冊を作成したので、同法第１７条第１項の規定により公告する。 

なお、当該地図及び簿冊は、次のとおり一般の閲覧に供する。 

令和５年８月２５日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

１ 地図及び簿冊の名称 地籍図原図案及び地籍簿案 

２ 閲覧期間 令和５年８月２５日から同年９月１４日まで（２０日間） 

３ 閲覧場所 和歌山市役所加太支所（和歌山市加太２６９２番地）及び和歌山市役所地籍調査課（和歌山市七

番丁１１－１アラスカビル２階） 

４ 閲覧の結果、誤りがあると認める場合は、閲覧期間内に、当該調査を行った者に対し、その旨の申出をする

ことができる。 

５ 誤り等申出書の用紙は、請求があれば閲覧場所で交付する。 

６ 閲覧は、和歌山市役所加太支所においては令和５年８月２５日から同年９月１日までの間（８月２７日を除

く。）、９時３０分から１６時まで行うこととする。和歌山市役所地籍調査課においては令和５年９月４日か

ら同月１４日までの間（同月９日及び同月１０日を除く。）、９時から１７時まで行うこととする。 

（令和５年８月２５日掲示済）  

 

次の開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定

に基づき公告する。 

  令和５年８月２８日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

開発区域又は工区に含まれる地域の名称 開発許可を受けた者の住所及び氏名 

和歌山市里字町２６５番１、２６５番２、２７

１番、２７２番、水路 

和歌山市太田１丁目９番１８号 

株式会社惠昭不動産 

代表取締役 太田恵示 

（令和５年８月２８日掲示済）  

 

建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号による道路の位置を次のとおり指定する。            

令和５年８月２８日 
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 和歌山市長  尾 花 正 啓    

指定年月日 

指定番号 

地名地番 申請者住所氏名 道路幅員×延長 

総延長 

令和５年８月２５日 

和建指第２７３８号 

和歌山市西小二里１

丁目５５８番１の一

部、５５８番３、５

５８番１２の一部、

５５８番１５ 

和歌山市中之島１５１８番

地 中之島８０１ビル５階 

ヤマイチ・ユニハイムエス

テート株式会社 

代表取締役 山田 茂 

５．００ｍ×３１．６１ｍ 

３１．６１ｍ 

（令和５年８月２８日掲示済）  

 

和歌山農業振興地域整備計画を変更するので、農業振興地域の整備に関する法律（昭和４４年法律第５８号。

以下「法」という。）第１３条第４項において準用する法第１１条第１項の規定により、当該変更に係る農業振

興地域整備計画案及び変更しようとする理由を記載した書面を令和５年８月２９日から令和５年９月２７日まで

和歌山市産業交流局農林水産部農林水産課において縦覧に供する。 

なお、上記の縦覧期間中に和歌山市民は、法第１３条第４項において準用する法第１１条第２項の規定に基づ

き和歌山農業振興地域整備計画案に対して、和歌山市に意見を提出することができる。 

また、和歌山農業振興地域整備計画案のうち農用地利用計画案に係る農用地区域内にある土地の所有者その他

その土地に関して権利を有する者は、法第１３条第４項において準用する法第１１条第３項の規定に基づき農用

地利用計画案に対して異議があるときは、上記の縦覧期間の満了の日の翌日から起算して１５日以内に和歌山市

にこれを申し出ることができる。 

令和５年８月２９日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

１ 意見書の提出先等 

（１）提出先 郵便番号６４０－８５１１ 

和歌山市七番丁２３番地 

和歌山市産業交流局農林水産部農林水産課 

（２）提出方法及び提出期限 

ア 提出方法 郵送又は持参による提出とし、電話による意見は、受け付けない。 

イ 提出期限 令和５年９月２７日（郵送にあっては、同日の消印のあるものまでとする。） 

（３）提出に当たっての注意事項 

ア 意見書は、農業振興地域整備計画案に対する意見以外は提出することはできない。 

イ 意見書には、個人の場合にあっては住所、氏名及び職業を、法人の場合にあっては法人名、代表者名及

び事業所の所在地を記載すること。 

ウ 提出された意見書は、その内容を公表する場合がある。 

エ 提出のあった意見には個別の回答はせず、和歌山農業振興地域整備計画の変更の公告時に、意見の要旨

とその処理結果を併せて公告する。 

（４）意見書の処理方法 

提出された意見については、必要に応じ和歌山農業振興地域整備計画案の修正意見として取り入れること

とする。なお、その際には、和歌山農業振興地域整備計画の変更公告時にその処理結果を公表する。 

２ 異議申出の際の提出先等 

（１）提出先 郵便番号６４０－８５１１ 

和歌山市七番丁２３番地 

和歌山市産業交流局農林水産部農林水産課 

（２）提出方法及び提出期限 

ア 提出方法 郵送又は持参による提出とし、電話による意見は、受け付けない。 

イ 提出期限 令和５年１０月１２日（郵送にあっては、同日の消印のあるものまでとする。） 
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 （３）提出に当たっての注意事項 

異議の申出は、次の事項を記載した書面に異議申出人が押印して行うこと。異議申出人が法人その他の社

団若しくは財団であるとき、総代を互選したとき、又は代理人によって異議申出をするときは、異議申出書

には、次の事項のほか、その代表者若しくは管理人、総代又は代理人の氏名及び住所を記載すること。 

ア 異議申出人の氏名及び年齢又は名称並びに住所 

イ 異議申出に係る農用地利用計画の変更案 

ウ 異議申出人が農用地利用計画の変更案に係る当該農用地区域内の土地について有する所有権その他権利

の種類及びその土地の所在並びにその土地について異議申出人以外の者が有する所有権その他権利の種類

及びその者の氏名又は名称及び住所 

エ 異議の申出に係る農用地利用計画の案の縦覧があったことを知った日 

オ 異議申出の趣旨及び理由 

カ 教示の有無及びその内容 

キ 異議申出の年月日 

（令和５年８月２９日掲示済）  

 

和歌山市和歌山大学前駅周辺土地区画整理事業の事業計画変更の申請に基づき、土地区画整理法施行令（昭和

３０年政令第４７号）第３条の規定により、次のとおり公告し、土地区画整理法（昭和２９年法律第１１９号）

第３９条第２項の規定において準用する同法第２０条第１項の規定により、当該変更事業計画を公衆の縦覧に供

する。 

また、利害関係者は、縦覧に供された変更事業計画について意見がある場合においては、令和５年９月１日か

ら同年９月２８日までに意見書を提出することができる。 

なお、意見書を直接持参の場合は、平日の午前８時３０分から午後５時１５分までとし、郵送の場合は、令和

５年９月２８日までの消印有効とする。 

令和５年８月３１日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

１ 縦覧開始の日 令和５年９月１日（金） 

２ 縦覧場所 和歌山市都市建設局都市計画部まちなみ景観課 

３ 縦覧時間 午前８時３０分から午後５時１５分まで 

（令和５年８月３１日掲示済）  

 

市有財産（土地）の売却について、次のとおり一般競争入札に付するので、地方自治法施行令（昭和２２年政

令第１６号）第１６７条の６第１項の規定により公告する。 

  令和５年９月１日 

                                 和歌山市長  尾 花 正 啓    

１ 入札により売却する物件 

物件

番号 
所在、地番 地目 地積 最低入札予定価格 

１ 和歌山市平井字川尻９番４ 

和歌山市平井字川尻９番１０ 

宅地 

宅地 

１５３．２７㎡ 

３．７０㎡ 

２，０９０，０００円 

備考：上記土地２筆を一括し、現状有姿のままでの売却。 

個人の給水管が布設されているおそれがあります。 

２ 和歌山市平井字西垣内４４９番１ 宅地 ８３．５１㎡ １，２００，０００円 

備考：現状有姿のままでの売却。 

個人の給水管が布設されているおそれがあります。 

２ 入札に参加する者に必要な資格に関する事項 

入札参加資格者は、平井地区内における旧地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律
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 （昭和６２年法律第２２号）第２条に規定する地域改善対策特定事業の協力者等の個人とします（親族２人以

上の連名による入札参加も可能とします。）。 

  ただし、次のいずれかに該当する場合は、入札に参加することができません。 

（１）法人 

（２）市税等を滞納している者 

（３）地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３８条の３第１項に規定する公有財産に関する事務に従事す

る和歌山市職員 

（４）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項に定める者並びに同条第２項各号の

いずれかに該当する者で、その事実があった後２年を経過しないもの及びそのものを代理人、支配人その他

の使用人又は入札代理人として使用するもの 

（５）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第６号に規定する暴力

団員 

３ 契約条項を示す期間及び場所 

  期間 令和５年９月１日（金）から同月２１日（木）まで  

     午前８時３０分から午後５時１５分まで 

  場所 和歌山市七番丁２３番地 和歌山市役所東庁舎４階 用地課 

４ 参加申込みの受付 

期間 令和５年９月２０日（水）から同月２１日（木）まで 

     午前９時００分から午前１１時００分まで 

  場所 和歌山市平井７２－１ 平井文化会館《平井ふれあいセンター》 

５ 入札執行の日時及び場所 

  １に示した物件について、次のとおり入札及び開札を行う。   

物件

番号 
日 時 場 所 

１ 令和５年１１月８日（水）午前１１時００分 平井文化会館《平井ふれあいセンター》 

（和歌山市平井７２－１） ２ 令和５年１１月８日（水）午前１１時１５分 

６ 入札保証金及び契約保証金に関する事項 

  入札者は、入札しようとする金額の１００分の５以上に相当する額を入札保証金として納付すること。 

  落札者は、契約締結時までに落札金額の１００分の１０以上の契約保証金を納付すること。ただし、契約締

結時までに落札金額を全額納付する場合契約保証金は不要とする。 

７ 入札に参加する者に必要な資格のない者のした契約の申込みの効力に関する事項 無効とする。 

８ 入札に関する条件に違反した契約の申込みの効力に関する事項 無効とする。 

９ 契約の締結についての議会の議決の要否 否 

１０ 契約書の作成の要否 要 

１１ 郵便による入札書の提出の可否 否 

１２ その他 詳細は市有地売払い案内による。 

（令和５年９月１日掲示済）  

 

【 選挙管理委員会告示 】 

 

和歌山市選挙管理委員会告示第６１号 

 令和５年４月２３日執行の和歌山市議会議員一般選挙における各候補者の出納責任者から提出のあった選挙運

動に関する収入及び支出の報告書の要旨を次のように公表する。 

  令和５年８月１６日 

和歌山市選挙管理委員会 
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 委員長  大 西 勉 己    

（別表省略） 

（令和５年８月１６日掲示済）  

 

和歌山市選挙管理委員会告示第６２号 

 和歌山市選挙管理委員会を次のとおり招集する。 

  令和５年８月２４日 

和歌山市選挙管理委員会 

委員長  大 西 勉 己    

１ 日時 令和５年９月１日（金）午前１０時００分 

２ 場所 和歌山市西汀丁３６番地 

和歌山商工会議所１階選挙管理委員会室 

３ 案件 

（１）選挙人名簿に登録するについて 

（２）直接請求に必要な選挙人の数について 

（３）選挙人名簿から抹消するについて 

                            （令和５年８月２４日掲示済）  

 

和歌山市選挙管理委員会告示第６３号 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）の規定による各種請求、市町村の合併の特例に関する法律（平成１６

年法律第５９号）の規定による各種請求及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６

２号）の規定による委員の解職請求をするに必要な選挙人の数は、次のとおりである。 

令和５年９月１日 

和歌山市選挙管理委員会  

委員長  大 西 勉 己    

１ 地方自治法第７４条第１項及び第７５条第１項並びに市町村の合併の特例に関する法律第４条第１項及び第

５条第１項に規定する選挙権を有する者の総数の５０分の１の数 ６，０７３人 

２ 地方自治法第７６条第１項、第８０条第１項、第８１条第１項及び第８６条第１項並びに地方教育行政の組

織及び運営に関する法律第８条第１項に規定する選挙権を有する者の総数の３分の１の数 １０１，２０５人 

３ 市町村の合併の特例に関する法律第４条第１１項及び第５条第１５項に規定する選挙権を有する者の総数の

６分の１の数 ５０，６０３人 

（令和５年９月１日掲示済）  

  

【 教 育 委 員 会 告 示 】 

 

和歌山市教育委員会告示第１６号 

 和歌山市教育委員会臨時会を次のとおり開催することとし、招集したので告示する。 

令和５年８月２９日 

                                   和歌山市教育委員会     

                                   教育長  阿 形 博 司    

１ 日時 令和５年９月１日（金） 午後６時３０分から 

２ 場所 和歌山市七番丁２３番地 

     和歌山市役所１１階 教育委員室 

３ 事案 

（１）令和５年９月議会教育委員会関係の補正予算（案）について 



           和歌山市公報（第１７５８号）  令和５年（２０２３年）９月１日 

 

－22－ 

 （２）和歌山市中学校給食センター整備運営事業者選定委員会条例の制定について 

（３）その他 

                                  （令和５年８月２９日掲示済）  

 

【 企 業 局 告 示 】 

 

和歌山市企業局告示第２７号 

 和歌山市排水設備等指定工事店条例（平成１３年条例第２６号）第９条の規定により営業所の所在地の変更の

届出があったので、同条例第１８条第６号の規定により告示する。 

令和５年８月２５日 

                       和歌山市公営企業管理者  瀬 崎 典 男    

指定番号 第９２２号 

変更年月日 令和５年８月１０日 

 

 変更前 変更後 

指定工事店名 佐野水道設備 

営業所所在地 和歌山市野崎４３－９ 和歌山市島橋東ノ丁８－１５ 

代表者氏名 佐野佐登司 

（令和５年８月２５日掲示済）  

 


